
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル技術の活用により、業務の効率化や業容拡大・インボイス 

対応・キャッシュレス対応を図ることを目的としてソフトウェアや 

システム導入を行う中小企業者の方 

５ ７ ２ . １ ％～ 

０ ０ ５ 万円以内 ５ 年以内 
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中央しんきん『ＤＸインボイスサポート』 

融 資 対 象 者 
デジタル技術の活用により、業務の効率化や業容拡大・インボイス対応・キャッシュレス対応

を図ることを目的としてソフトウェアやシステム導入を行う中小企業者 

資 金 使 途 

以下に該当する設備資金・運転資金 

・ソフトウェア購入費 ・ハードウェア購入費 ・システム開発費 

・システム作成委託費 ・システム改修費 ・インターネット環境整備費 

・その他業務のデジタル化に資するための資金 

融 資 金 額 ５，０００，０００円以内 

融 資 形 式 証書貸付 

融 資 期 間 ５年（６０ヵ月）以内 

融 資 利 率 
① 下記の補助金を当金庫でお受け取りになられる事業者の方 年利：変動１．２７５％ 

② それ以外の事業者の方                 年利：変動１．４７５％ 

該当する補助金 

・ＩＴ導入補助金（国） 

・中小企業デジタル導入加速化補助金（島根県） 

・出雲市中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金（出雲市） 

・その他地方公共団体において実施されている中小企業のデジタル化のための補助金 

担 保 不要 

保 証 人 
法人：代表者１名 

個人事業主：不要 

取 扱 期 間 令和４年６月２０日（月）～令和５年３月３１日（金） 

 

 

 

 

商品概要 （２０２２年６月２０日現在） 

インボイス制度とは…？ キャッシュレス決済とは…？ 

消費税の課税事業者を対象に２０２３年１０月１日

からスタートする新たな制度のことで、正式名称は

「適格請求書等保存方式」といいます。現在使用さ

れている請求書は、適用税率や消費税額を記載して

いない場合がほとんどですが、これらの書類に記載

すべき事項が新たに追加され、「税率ごとに合計し

た対価の額および適用税率」「消費税額」などの記

載が義務付けられます。 

クレジットカード・デビットカード・交通系や流通

系の電子マネー、バーコードやＱＲコードを介した

コード決済、そして銀行振込や口座引落など、現金

以外で支払う決済手段全般のことです。クレジット

カードで代金を支払う、交通系電子マネーで電車に

乗る、光熱費や税金、保険代などを銀行口座から引

き落とすなど現金決済は年を追うごとに減少傾向と

なっており、身近な存在になりつつあります。 

★ 詳しくはお近くの窓口・営業担当者または当金庫ホームページ・インスタグラムでご確認ください ★ 


